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市クラブリーグの取扱いについて 

 

 標題について、競技委員会で協議した結果、下記のとおり決定したので通知します。 

 

記 

 

１．8 月 1 日（土）の地区対抗戦予備日に、市クラブリーグの続きを行います。但し、 

① 地区対抗戦が 8 月 1 日の予備日にずれ込んだ場合、地区対抗戦を優先します。 

  ② 上記で年度内にコートの確保が困難な場合、本年度のクラブリーグは中止とし、

これまでの対戦成績は白紙に戻し、順位の変動は行わないこととします。 

２．8 月 1 日又はそれ以降にクラブリーグを行う場合は次のとおりとします。 

  ① 現在申し込みされている選手で、補欠を含めチーム間の移動はできません。 

  ② 現在申し込みされているチーム内で、補欠を含め 3 名以上の選手が確保されて

いることとし、不足は新たな選手の参加を認めます。 

    但し、新たな参加選手の条件として、すでに熊谷市ソフトテニス連盟のそのチ

ームに登録されている選手であって、当日連盟に登録しようとする者の出場はで

きません。 

③ 対戦途中で、すでに決着のついたマッチは有効とします。 

④ マッチ途中の選手は、引き続きそのマッチに出場するものとし、そのマッチを

新たな選手と交代して、残りのマッチに出場することはできません。 

⑤ マッチ途中のものは、対戦相手が同じペアであっても違っても、それまでのゲ

ームは有効とし、最後のゲームから引き続き開始するものとします。（例：Ｇ

２－１のＢ２－１の場合はＧ２－１のＢ０－０から開始） 

⑥ オーダー交換しても、まだマッチに至っていない選手の変更は可能とします。 

⑦ クラブ間のマッチ途中で、すでに決着がついたマッチに出場した選手 

   が残りのゲームやマッチに再度出場することはできません。 

⑧ その他、疑義が生じた場合は競技委員会の裁量による。 


